
 

調査の結果 説明図表番号 
(2) 生活保護行政の執行体制の整備状況 

ア 福祉事務所における体制の概要 

福祉事務所には、社会福祉法第 15 条第１項等の規定に基づき、

長及び少なくとも次の所員を置くこととされている。 

   ① ②の業務の指導監督を行う所員（査察指導員） 

② 要保護者の資産、環境等を調査し、保護等の必要性を判断し、

本人に生活指導等を行う業務を行う所員（現業員） 

   ③ 事務を行う所員 

     このうち、現業員の配置数については、同法第 16 条において、

市が設置する福祉事務所にあっては、被保護世帯が 240 世帯以下で

ある場合は３人で、80世帯増すごとにこれを１人加えるなどと、現

業員の定数を条例で定めるに当たっての標準数が規定されている。 

また、査察指導員と現業員は、同法第 15 条第６項において、社

会福祉主事でなければならないとされている。社会福祉主事の任用

資格については、同法第 19 条第１項において、大学等で厚生労働

大臣が指定した科目を修めた者（同項第１号）、養成機関等の課程

を終了した者（同項第２号）、社会福祉士（同項第３号）、などが規

定されている。このうち、第 19 条第１項第１号の規定に基づく任

用資格については、厚生労働大臣が 34 科目を指定し、これらのう

ちの３科目の履修が必要とされているが、34科目の中には、民法、

行政法、経済学、社会学等があり、これらのみの３科目の履修によ

っても社会福祉主事の任用資格は得られることとなっている。 

なお、生活保護行政の実施体制については、平成 25 年 11 月 12

日の「生活保護法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」にお

いて、ケースワーカー、就労支援員などの増員を図る等により、適

正な配置を確保するよう参議院厚生労働委員会から指摘がされて

いる。 

 イ 福祉事務所における体制整備の実態 

  (ｱ)  現業員等の配置状況 

福祉事務所における現業員の実際の配置状況については、次の

とおり、厚生労働省の調査結果においても、今回の当省による実

態調査においても、配置数及び資格保有の両面で、社会福祉法に

規定された標準数及び規制と乖離している実態がみられた。 

① 厚生労働省の調査結果（全国 1,242福祉事務所） 

平成 21 年度に厚生労働省が実施した「福祉事務所現況調査」

においては、生活保護担当の現業員数が１万 3,881 人と配置標
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準数（１万 5,560人）（注）に比べ約 1,700 人少なく、福祉事務所

の約 30％が同標準数を充足していない状況となっている。 

     また、同調査においては、生活保護担当の現業員のうち約 26％

の者が社会福祉主事の資格を未取得となっている。 

② 当省の実態調査結果（調査対象 102福祉事務所） 

平成 24 年度においては、生活保護担当の現業員数が法定標準

数を満たしていない福祉事務所が 67 事務所あり、中には、現業

員の配置数が同標準数の半数以下となっている福祉事務所も６

事務所ある。 

また、社会福祉主事の資格を未取得の査察指導員が配置されて

いる福祉事務所が 22 事務所、同資格を未取得の現業員が配置さ

れている福祉事務所が 68 事務所あり、この中には、有資格者の

査察指導員が一人もいないものや、現業員の約４分の３が無資格

者であるものもある。 

なお、現業員充足率を無資格者のいる福祉事務所と無資格者

のいない福祉事務所とで区分して算定したところどちらも約

80％で、資格要件を遵守している福祉事務所がとりわけ現業員

の確保ができていないというような状況は認められない。 

     （注）上記①の配置標準数は、被保護世帯に対して、群部の福祉事務所は 65

で除し、市部の福祉事務所は 80で除して算定しており、上記②の法定標

準数は、社会福祉法第 16条の規定に則して算定している。これら①の配

置標準数と②の法定標準数の算定結果は必ずしも一致しない。 

(ｲ) 関係者の意識・意見 

ａ 現業員の意識 

今回、調査対象とした 102 福祉事務所の現業員 757 人に対し

て、福祉事務所の実施体制等について意識調査を実施した結果

は、次のとおりであった。 

① 現行の配置基準（法定標準数）について「世帯数では決ま

らない」とした者が 370人（48.9％）であった。 

② 社会福祉主事の資格を有していない者が現業員の業務を行

うことが「困難だとは思わない」とする者が 607人（80.2％）、

「困難だとは思わない」とする者のうち、必要な知識、技能を

どのように習得していくべきかとの質問に対し、「業務に従事

する中で」と答えた者が 535人（88.1％）であった。 

ｂ 福祉事務所等の幹部職員の意見 

今回、調査対象とした各機関（都道府県、指定都市本庁及び

福祉事務所）の幹部職員からは、現業員等に係る資格要件につ

いて、その必要性や改善点等に関し様々な意見が聴かれた。 

 
 
表２－(2)－⑤ 
 

 

表２－(2)－⑥ 
 
 
 

表２－(2)－⑦ 
 
 
 
 

表２－(2)－⑧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－(2)－⑨ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

表２－(2)－⑩ 
 
 

67



ウ 厚生労働省の対応及び考え 

      厚生労働省は、現行の現業員数の標準数については、平成 11年の

社会福祉法の改正（注） により、それまでの法定最低数を変更したも

のであり、地方公共団体がこれを標準として地域の実情に応じて配

置をしていれば、その配置数が標準数を下回っている場合でも違法

ではないとしている。 

      また、社会福祉主事の資格を有しない者が現業員等の職務に従事

している例が認められた場合には、通信教育等の手段で資格取得に

努めるよう指導しているが、この資格要件については、福祉事務所

を設置する地方公共団体がどういう人材を求めているのかというこ

とを踏まえ、その在り方について検討しているところであるとして

いる。 

（注）地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成 11 年法

律第 87号）による改正を指す。 

 エ 今後の課題 

厚生労働省では、福祉事務所の組織及び活動の現況を把握するた

め「福祉事務所現況調査」を実施し、上記のとおり現業員の配置数

が標準数に比べて少ない福祉事務所があることや現業員のうち社会

福祉主事の資格を有していない者が存在することなどを把握してい

る。同調査は、毎年度実施することとされているものの、調査結果

を集計及び公表したのは、平成 21年度のものが直近となっている。 

同省においては、今後、「福祉事務所現況調査」を実施し、その結

果を分析するに際し、現業員等の標準数及び資格要件と実態との乖

離による、福祉事務所の生活保護行政事務への影響について分析す

るとともに、生活保護行政の関係者の意見を収集し、その結果を踏

まえ、福祉事務所における適切な執行体制の確保に向けた対処方針

を明らかにしていくことが求められる。 
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表２－(2)－① 社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）の規定 

（組織）  

第十五条  福祉に関する事務所には、長及び少なくとも次の所員を置かなければな

らない。ただし、所の長が、その職務の遂行に支障がない場合において、自ら現業

事務の指導監督を行うときは、第一号の所員を置くことを要しない。  

一  指導監督を行う所員  

二  現業を行う所員  

三  事務を行う所員  

２  所の長は、都道府県知事又は市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）の指

揮監督を受けて、所務を掌理する。  

３  指導監督を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、現業事務の指導監督をつ

かさどる。  

４  現業を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、援護、育成又は更生の措置を

要する者等の家庭を訪問し、又は訪問しないで、これらの者に面接し、本人の資産、

環境等を調査し、保護その他の措置の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対

し生活指導を行う等の事務をつかさどる。  

５  事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。  

６  第一項第一号及び第二号の所員は、社会福祉主事でなければならない。  

（所員の定数）  

第十六条 所員の定数は、条例で定める。ただし、現業を行う所員の数は、各事務所

につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。 

一  都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世帯

（以下「被保護世帯」という。）の数が三百九十以下であるときは、六とし、被

保護世帯の数が六十五を増すごとに、これに一を加えた数 

二  市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が二百四十以下であるとき

は、三とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数   

三  町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が百六十以下であるとき

は、二とし、被保護世帯数が八十を増すごとに、これに一を加えた数 

（資格等）  

第十九条  社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、

年齢二十年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱

意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければな

らない。  

一  学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学、旧大学令（大正

七年勅令第三百八十八号）に基づく大学、旧高等学校令（大正七年勅令第三百八

十九号）に基づく高等学校又は旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）に
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（注）１ 下線は当省が付した。 

２ 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成 11 年法

律第 87号）による改正前の第 16条（旧第 15条）の規定は次のとおりである。 

 第 15条 

  所員の定数は、条例で定める。但し、現業を行う所員の数は、各事務所につ

き、それぞれ 左の各号に掲げる数以上でなければならない。 

一～三（略） 

基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修め

て卒業した者  

二  厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者  

三  社会福祉士  

四  厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者  

五  前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働

省令で定めるもの  

２  前項第二号の養成機関の指定に関し必要な事項は、政令で定める。  
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表２－(2)－② 社会福祉主事の資格に関する科目指定（昭和 25 年厚生省告示

第 226号） 

社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉調査論、社会福祉施

設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、保育

理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医

療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理

学、社会学、教育学、倫理学、公衆衛生学、医学一般、リハビリテーション論、看護学、

介護概論、栄養学及び家政学 

のうち三科目以上 

 

表２－(2)－③ 生活保護法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抜粋） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一～五 （略） 

 六 生活保護制度の実施体制については、受給者が急増していることや、個々人の異

なる状況に時間をかけて密接に対応していく必要があることから、地方自治体に対

する地方交付税措置を改善し、地方自治体におけるケースワーカー、就労支援員な

どの増員を図る等により、適正な配置を確保すること。 

 七 ５年後の見直しに際しては、生活保護受給者数、人口比受給率、生活保護の捕捉

率、餓死、孤立死などの問題事例等の動向を踏まえ、生活保護受給者、これを支援

する団体、貧困問題に関し優れた見識を有する者等、関係者の意見を十分に徴した

上で、必要な改正を行うこと。 

  右決議する。 

（注）１ 参議院厚生労働委員会が平成 25年 11月 12日に決議したものである。 

２ 下線は当省が付した。 
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表２－(2)－④－ⅰ 福祉事務所における現業員の配置状況 
 

単位：箇所、人 

区 分 
福祉事務所数

（Ａ） 

配置標準数

（Ｂ） 

配置人員 

（Ｃ） 

充足率 

（Ｃ／Ｂ） 

充足率 100％以

上の事務所数

及び（Ａ）に対

する割合 

充足率 100％未

満の事務所数

及び（Ａ）に対

する割合 

総 数 １，２４２ １５，５６０ １３，８８１ ８９．２％ 
８２８ 

（６６．７％） 

４１４ 

（３３．３％） 

郡 部 ２２６ １，２３７ １，２４６ １００．７％ 
１７５ 

（７７．４％） 

５１ 

（２２．６％） 

市 部 １，０１６ １４，３２３ １２，６３５ ８８．２％ 
６５３ 

（６４．３％） 

３６３ 

（３５．７％） 

（注）１ 厚生労働省「平成 21 年福祉事務所現況調査」の「生活保護担当現業員の配置状況」に基づき当省で

作成した。 

   ２ 同調査において、配置標準数は、被保護世帯に対し、郡部の福祉事務所は６５：１、市部の福祉事務

所は８０：１でそれぞれ算定されている。 

   ３ 調査時点は、平成 21 年 10月 1日現在である。 
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表２－(2)－④－ⅱ 福祉事務所における現業員の配置状況等の推移 

 
 
（注）１ 「標準数」及び「現員数」は、厚生労働省「生活保護の現況と課題」に基づき当省で作成した。 

２ 各年度４月 1日現在のものである。 
３ 現員数は他法等の業務を兼務する職員を含む。標準数は社会福祉法第 16条に基づく数と被保護
世帯数を基に郡部実施機関の場合は 65、市部の場合は 80で除して得た数（小数点以下第１位を四
捨五入）と比較していずれか少ない方の数の合計である。 

 

表２－(2)－⑤ 生活保護担当現業員の資格（社会福祉主事）取得率の推移 

 

（注）厚生労働省「福祉事務所現況調査」による（各年 10月１日現在）。 
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表２－(2)－⑥ 調査対象 102福祉事務所の現業員の配置状況等 

 単位：人、事務所 

年 度 平成２２ ２３ ２４ 

福祉事務所数（Ａ） １００ １００ １０２ 

現業員標準数（Ｂ） ２，９９６ ３，２０３ ３，４１０ 

現業員現員数（Ｃ） ２，４４０ ２，６２８ ２，７５９ 

充足率（Ｃ／Ｂ） ８１．４％  ８２．０％  ８０．９％  

Ｂ＞Ｃの事務所数

（Ｄ） 
６６ ７０ ６７ 

充足率が５０%以下

の事務所数 
５ ３ ６ 

（注）１ 福祉事務所提出資料に基づき当省で作成した。 

２ 各年度４月１日現在の数値である。 

３ 現業員標準数は、福祉事務所が提出した被保護世帯数データに基づき、当省で社会福祉法第 16 

条の規定に則して算定した。 

４ 調査対象 102福祉事務所の中には、平成 24年度に新規に設置された２事務所が含まれているた 

め、事務所数の母数は 24年度が 102事務所、22年度、23年度は 100事務所となっている。 
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表２－(2)－⑦ 調査対象 102福祉事務所の査察指導員数及び現業員数に占める

社会福祉主事無資格者の割合等 

 単位：人、事務所 

年 度 平成２２ ２３ ２４ 

福祉事務所数（Ａ） １００ １００ １０２ 

査察指導員数（Ｂ） ３７２ ４０５ ４３０ 

うち無資格者（Ｃ） ７３ ６１ ７７ 

Ｃ／Ｂ（％）        １９．６％         １５．１％ １７．９％ 

無資格の査察指導

員がいる事務所数

（Ｄ） 

２５ １９ ２２ 

無資格者のいる事

務所の占める割合 

（Ｄ／Ａ）（％） 

２５．０％  

 

１９．０％ ２１．６％ 

無資格率の最大値 

（注４） 

     １００.０％

 （９事務所） 

      １００.０％

  （３事務所） 

１００.０％ 

     （５事務所） 

現業員数（Ｅ） ２，４４０ ２，６２８ ２，７５９ 

うち無資格者（Ｆ） ６６０ ６２９ ５７５ 

Ｆ／Ｅ（％） ２７．０％ ２３．９％         ２０．８％ 

無資格の現業員が

いる事務所数（Ｇ） 
６８ ６８ ６８ 

Ｆの占める割合 

（Ｇ／Ａ）（％） 
６８．０％ ６８．０％ ６６．７％ 

無資格率の最大値 

（％）（注４） 
１００．０％ ８５．７％ ７５．３％ 

（注）１ 福祉事務所提出資料に基づき当省で作成した。 

    ２ 各年度４月１日現在の数値である。 

３ 調査対象 102福祉事務所の中には、平成 24年度に新規に設置された２事務所が含まれているた 

め、事務所数の母数は 24年度が 102事務所、22年度、23年度は 100事務所となっている。 

４ 「無資格率の最大値」については、各福祉事務所の査察指導員又は現業員の現員数に占める無 

資格者の占める割合のうち最も大きな割合を示す事務所の数値を記載した。 

    （例）現業員現員数 73人中無資格者 55人の場合は「75.3％」と記載 

     また、当該数値に該当する福祉事務所が複数ある場合は事務所数を（ ）書きで記載した。 
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表２－(2)－⑧ 調査対象 102福祉事務所の現業員の資格の有無と充足率 

    単位：人、事務所 

年 度 平成２２ ２３ ２４ 

福祉事務所数（Ａ） １００ １００ １０２ 

現業員標準数（Ｂ） ２，９９６ ３，２０３ ３，４１０ 

現業員現員数（Ｃ） ２，４４０ ２，６２８ ２，７５９ 

充足率（Ｃ／Ｂ）

（％） 
   ８１．４％  ８２．０％  ８０．９％ 

無資格の現業員が

いる事務所数（Ｄ） 
６８ ６８ ６８ 

Ｄの事務所の現業

員標準数合計（Ｅ） 
２，４９３ ２，５０４ ２，５９３ 

Ｄの事務所の現業

員現員数合計（Ｆ） 
２，０１８ ２，０６３ ２，０９９ 

Ｅ／Ｆ（％）     ８０．９％ ８２．４％ ８０．９％ 

無資格の現業員が

い な い 事 務 所 数

（Ｇ） 

３２ ３２ ３４ 

Ｆの事務所の現業

員標準数合計（Ｈ） 
５０３ ６９９ ８１７ 

Ｆの事務所の現業

員現員数合計（Ｉ） 
４２２ ５６５ ６６０ 

Ｉ／Ｈ（％） ８３．９％ ８０．８％ ８０．８％ 

（注）１ 福祉事務所提出資料に基づき当省で作成した。 

   ２ 各年度４月１日現在の数値である。 

３ 現業員標準数は、福祉事務所が提出した被保護世帯数データに基づき、当省で社会福祉法第 16 

条の規定に則して算定した。 

４ 調査対象 102福祉事務所の中には、平成 24年度に新規に設置された２事務所が含まれているた 

め、事務所数の母数は 24年度が 102事務所、22年度、23年度は 100事務所となっている。 
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表２－(2)－⑨ 現業員への意識調査結果（関係部分抜粋） 

   単位：人、％ 

調査対象者の

属性等 

 

※ 詳細は２

（３）参照 

 

① 担当被保護世帯数 
～65 65～80 80～120 120～ 未回答 合計 

58 
(7.7) 

140 
(18.5) 

466 
(61.6) 

83 
(11.0) 

10 
(1.3) 

757 
(100.0) 

 

② 社会福祉主事資格の有無 
有 無 未回答 合計 

569 
(75.2) 

183 
(24.2) 

５ 
(0.7) 

757 
(100.0) 

  

業務実施体制

等 

① 現在の担当世帯数 

少ない 適当 多い 未回答 合計 

11 

（1.5） 

330 

（43.6） 

412 

(54.4) 

４ 

(0.5) 

757 

(100.0) 

 

（参考）適当と答えた 330人の世帯数別内訳 
～65 65～80 80～120 120～ 未回答 合計 

45 
(13.6) 

86 
(26.1) 

181 
(54.8) 

14 
(4.2) 

4 
(1.2) 

330 
(100.0) 

 

② 法定標準数は実態に即しているか 

実態に即した適切な基準 170 

   （22.5） 

基準とされている世帯数は少なすぎる 18 

    （2.4） 

基準とされている世帯数は多すぎる 153 

   （20.2） 

業務量は単に世帯数で決まるものではないの

で、適切な基準だとは思わない 

370 

   （48.9） 

その他 36 

(4.8) 

未回答 10 

(1.3) 

合 計 757 

  （100.0） 
 

業務に必要な

知識・技能 

① 社会福祉主事資格を有していない者が現業員の業務を実施す  

ることは困難か。 

そのとおりだと思う 137 （18.1） 

そうだとは思わない 607 （80.2） 

未回答      13    （1.7） 

合 計 757  (100.0) 
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(参考)資格の有無別回答数 

区  分 有資格者 無資格者 
そのとおりだと思う 85 

  （15.2） 
51 

    （28.7） 
そうだとは思わない 476 

   （84.8） 
127 

    （71.3） 
合  計 561 

(100.0) 
178 

  （100.0） 
※ 資格の有無未回答者５人及び上記①の回答の未回答者 13 人の計
18人を除いている。 

 

② ①で「そうだとは思わない」とした場合、現業員の業務に必要な

知識、技能をどのように修得していくものと考えるか。 

都道府県等が実施する研修 278（45.8） 

福祉事務所内研修 354（58.3） 

現業員の業務や補助業務に従事する中で 535（88.1） 

その他 72（11.9） 

※ 複数回答あり。（ ）内は①で「そうだとは思わない」607 人に対

する割合である。 

 

(注) 当省の調査結果による。 
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表２－(2)－⑩ 社会福祉主事資格に関する幹部職員の意見 

区  分 意  見  の  概  要 

社会福祉主

事制度の意

義等 

・ 生活保護業務を実施するに当たって必要となる 一定程度の識見を

担保する上で社会福祉主事資格は必要 である。それぞれのケースで、

問題や状況も異なることから、現業員は色々な科目を学んでいること

が重要である。 

なお、当市は福祉職の採用を始めたが、これまでより長く活躍して

くれるだろうと期待している。（福祉事務所課長） 

・ 当方では、福祉職職員の採用を行っており、社会福祉主事に必要な

資格は採用時点で取得済みとなっている。現業員にとって人を捉える

目、視点等が重要であり、社会福祉主事の資格を持った人材は必要で

あると 考える。（福祉事務所課長） 

資格規制に

係る問題点

等 

・ 修得した知識や技法をいかせる社会福祉主事の有資格者が生活保護

事務に携わることは理想とするところである。しかし、有資格者が少

ない現況にあっては、有資格者のみで生活保護行政を運営することに

なれば、人事の硬直化を招き、柔軟な福祉事務所の運営実施を妨げる

ことになってしまいかねない と推察する。 

  また、平成 17 年度から導入した自立支援プログラムのように、近

年の生活保護事務は、担当職員個人の努力や経験等に依存した取組だ

けでなく、担当職員の経験等を組織全体として共有し、被保護世帯に

対する支援等を組織的に取り組むことになっている。こうした取組

が、現業員の知識や経験の不足を補い、各福祉事務所の生活保護事務

の実施に役立っていると感じている。 

  生活保護行政に携わる職員には、生活保護制度利用者の周辺にある

社会資源をいかせるコーディネイト力が問われているものと思う。 

（指定都市本庁課長） 

その他の意見 ・ 現業員は事務職員ではなく、現業業務において適切な指導等を行うに

は対人折衝能力等が必要であるため、社会福祉法第 15条第６項の規定を

削除して社会福祉主事の資格を保有しない者でも配置できるように仕組

みを変えるということは現実的ではない。社会福祉主事の資格の有無に

より 業務に必要な能力（対人折衝能力等）を適切に測られるようにする

など、現行の仕組みで力量を持った者を現業員として配置できるような

仕組みにしたほうが良い と考える。（福祉事務所長） 

・ 現業員、査察指導員のいずれについても社会福祉主事資格の有無によ

る業務処理能力の差はない。職務経験で資格取得できるようにすること

を検討してもよいのではないか。（福祉事務所主幹） 

・ 資格はあくまでも現業員としての能力の目安に過ぎず、いわゆる三科

目主事と言われるように現業業務にとって必要な知識を担保するもので

はないため、意欲・資質を有する者ならば資格を有していなくても問題

ない。（福祉事務所長） 

（注）当省の調査結果による。 
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表２－(2)－⑪ 平成 21年の福祉事務所現況調査の調査事項等 

 

調査の目的  福祉事務所について、その組織及び活動の現況を把握することに

より、福祉事務所の運営指導等に関する基礎資料を得ること 

調査の根拠 統計法（平成 19年法律第 53号）に基づく一般統計 

調査事項 ①福祉事務所番号、②福祉事務所名、③所在地、④電話番号、⑤管

内の状況（世帯数、人口、被保護世帯数、被保護人員）、⑥所管区域、

⑦支所等数、⑧家庭児童相談室の設置、⑨特殊勤務手当の支給状況、

⑩保健所等との一体化の有無、⑪職種別、担当法令別（生活保護法、

児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、

知的障害者福祉法、その他）職員数、保有資格（社会福祉主事、社

会福祉士、精神保健福祉士）、⑫生活保護担当査察指導員の経験年数、

⑬生活保護担当現業員の経験年数、⑭福祉六法以外の福祉関係業務

の所掌状況、⑮生活保護における外部委託の状況、⑯他の協議会等

との連絡調整状況、⑰成年後見制度利用支援事業の利用状況、⑱精

神障害者（生活保護受給）退院促進支援、⑲就労支援の実績、⑳福

祉専門職（相談援助職）の採用について、㉑独自の取組（人材育成、

総合的な相談支援の強化）、㉒組織図及び配置人員 

調査の時期  平成 21年 10月１日現在の状況 

（注）厚生労働省の資料に基づき当省で作成した。 
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